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当中間期におきましては、引き続き系統団体や事業法人等
お取引先の資産運用・管理ニーズや資金調達ニーズに受託銀
行として的確な対応に努めるとともに、平成 19 年 9 月に年金
信託を初受託するなど新規業務への取組みも進めました。ま
た、平成 17 年 10 月に開始しました遺言信託業務を通じ JA
の資産相談業務サポートを行い、系統信用事業のリテール基
盤強化に向けた役割も一層発揮してまいりました。あわせて、
新 BIS 規制（バーゼルⅡ）や平成 19 年 9 月に施行された金
融商品取引法等に即した経営管理態勢の充実・強化を進め、
次のように業容・利益ともに順調に拡大・増加いたしました。

信託財産につきましては、有価証券の信託（当中間期末残
高 6 兆 9,075 億円、前年同期比 1 兆 7,599 億円増）の増加を
主因とし、当中間期末残高は前年同期比 1 兆 6,375 億円増の

13 兆 1,233 億円となりました。
損益の状況につきましては、このような信託財産の伸長に

より、信託報酬が前年同期比 670 百万円増の 2,665 百万円と
なったこと等を受け、経常収益は前年同期比 747 百万円増の
2,825 百万円となりました。一方、経常費用は、業容拡充およ
び内部管理態勢強化に伴う体制整備により人件費等が増加し、
前年同期比 145 百万円増の 1,179 百万円となりました。

これらを受け、経常利益は前年同期比 602 百万円増の 1,645
百万円となり、中間純利益は前年同期比 381 百万円増の 973
百万円となりました。

平成 19 年 9 月末現在、38 の JA･ 信農連が遺言信託代理店
となりました。なお、信託契約代理店は、平成 19 年 9 月末現在、
14 の信農連が参加しています。

主要な経営指標の推移

事業の概況
業績の概要

（単位：百万円）
平成 17 年 9 月期 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期

経 常 収 益 1,780 2,077 2,825 4,085 4,265
経 常 利 益 616 1,043 1,645 1,872 2,078
中 間（ 当 期 ） 純 利 益 419 592 973 1,166 1,039
資 本 金 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

（ 発 行 済 株 式 総 数 ） 400千株 400千株 400千株 400千株 400千株
純 資 産 額 25,283 26,622 28,046 26,039 27,073
総 資 産 額 31,759 35,084 37,167 34,631 35,814
預 金 残 高 10 10 － 10 －
貸 出 金 残 高 － － － － －
有 価 証 券 残 高 18,654 18,284 18,341 19,801 19,872
単体自己資本比率（国内基準） 1,057.33％ 596.78％ 198.78％ 1,435.79％ 221.24％
従 業 員 数 74人 83人 98人 80人 90人
信 託 報 酬 1,692 1,995 2,665 3,895 4,015
信 託 財 産 額 12,192,877 11,485,766 13,123,300 11,427,140 13,523,539
信 託 勘 定 貸 出 金 残 高 1,646,552 2,008,302 1,961,955 2,103,056 1,895,658
信 託 勘 定 有 価 証 券 残 高 21,940 38,592 143,449 25,719 80,290

（注）�「単体自己資本比率（国内基準）」は、平成 19 年 3 月期より「銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照ら

し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号）」に基づき算出しております。

なお、平成 18 年 9 月期までは旧基準により算出しております。
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中間貸借対照表

財務諸表

中間貸借対照表注記（平成 19 年 9 月期） 
1．�記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．�有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による

償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについ
ては中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移
動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による
原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額につ
いては、全部純資産直入法により処理しております。

3．�有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用
し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。ま
た、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　物　　　8 年～ 48 年　　動　産　　　4 年～ 15 年
なお、平成 19 年度税制改正に伴い、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得し
た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法によ
り減価償却費を計上しております。この変更により、経常利益および
税引前中間純利益は、従来の方法によった場合に比べ 0 百万円減少し
ております。

4．�無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5 年）
に基づいて償却しております。

5．�貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計
上することとしております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒
償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会
銀行等監査特別委員会報告第 4 号）に規定する正常先債権および要注
意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の
一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき
引き当てることとしております。破綻懸念先債権に相当する債権につ
いては、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能
見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てることと
しております。破綻先債権および実質破綻先債権に相当する債権につ
いては、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除した残額を引き当てることとしております。特定海外
債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込
額を特定海外債権引当勘定として引き当てることとしております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力
の下に資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により
上記の引当を行うこととしております。

6．�賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する
賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。

7．�退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当中間期末にお
ける退職給付債務の見込額に基づき、当中間期末における必要額を計
上しております。

8．�役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、
内規に基づく慰労金支給見積額のうち、当中間期に帰属する額を計上
しております。

9．�リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理
によっております。

10．消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
11．�取締役および監査役との取引による取締役および監査役に対する金銭

債権総額	 －百万円
取締役および監査役との取引による取締役および監査役に対する金銭
債務総額	 －百万円

12．有形固定資産の減価償却累計額　245 百万円
13．�日本銀行当座預金決済にかかる当座借越取引の担保として有価証券

16,682 百万円を差し入れております。また、その他資産のうち保証金
は 26 百万円であります。

14．1 株当たりの純資産額 70,115 円 32 銭
15．�有価証券の中間貸借対照表計上額、時価および評価差額等に関する事

項、時価評価されていない有価証券の内容および中間貸借対照表計
上額は 6 ページ「有価証券の時価等情報－平成 19 年 9 月期」のとお
りであります。なお、その他有価証券の評価差額から繰延税金負債 2
百万円を差し引いた額 3 百万円が、「その他有価証券評価差額金」に
含まれております。

16．�繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それ
ぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産
減価償却損金算入限度超過額 25 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 50
退職給付引当金損金算入限度超過額 14
役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 9
未払事業税 59
その他 10

繰延税金資産合計 170
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 2
繰延税金負債合計 2
繰延税金資産の純額 168 百万円

私は、当社の平成 19 年 4 月 1 日から平成 19 年 9 月 30 日までの第 13 期中間事業年度にかかる財務諸表について、すべての重要な点において、
適正に表示されていることを確認致しました。なお、内部監査部署にて、内部管理態勢の適切性と有効性の検証・評価を定期的に実施し、重要な
事項は取締役会等へ報告する体制により、財務諸表の適正性の確保を図っております。

	 平成 19 年 12 月 28 日　　取締役社長

財務諸表の適正性および作成に係る内部監査の有効性についての確認

（単位：百万円）
科 目 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期 科 目 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
現 金 預 け 金 14,108 83 預 金 10 -
コ ー ル ロ ー ン - 17,000 信 託 勘 定 借 7,619 7,972
有 価 証 券 18,284 18,341 そ の 他 負 債 651 963
そ の 他 資 産 2,185 1,177 賞 与 引 当 金 109 124
有 形 固 定 資 産 170 193 退 職 給 付 引 当 金 54 36
無 形 固 定 資 産 190 204 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 18 24
繰 延 税 金 資 産 145 168 負 債 の 部 合 計 8,462 9,121

（ 純 資 産 の 部 ）
資 本 金 20,000 20,000
利 益 剰 余 金 6,621 8,042

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,621 8,042
繰 越 利 益 剰 余 金 6,621 8,042

株 主 資 本 合 計 26,621 28,042
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 0 3
評 価・ 換 算 差 額 等 合 計 0 3
純 資 産 の 部 合 計 26,622 28,046

資 産 の 部 合 計 35,084 37,167 負債及び純資産の部合計 35,084 37,167
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中間損益計算書注記（平成 19 年 9 月期）
1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．1 株当たり中間純利益金額　2,434 円 26 銭

中間損益計算書

（単位：百万円）
平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

経 常 収 益 2,077 2,825
信 託 報 酬 1,995 2,665
資 金 運 用 収 益 41 90
役 務 取 引 等 収 益 39 69
そ の 他 業 務 収 益 - -
そ の 他 経 常 収 益 1 0

経 常 費 用 1,034 1,179
資 金 調 達 費 用 0 5
役 務 取 引 等 費 用 153 165
そ の 他 業 務 費 用 - -
営 業 経 費 878 1,008
そ の 他 経 常 費 用 1 0

経 常 利 益 1,043 1,645
特 別 利 益 2 -
特 別 損 失 30 0
税 引 前 中 間 純 利 益 1,015 1,645
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 434 685
法 人 税 等 調 整 額 △ 10 △ 14
中 間 純 利 益 592 973

中間株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金
株主資本合計

その他有価証券 

評価差額金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

前 事 業 年 度 末 残 高 20,000 7,068 27,068 4 27,073
当中間会計期間変動額

中 間 純 利 益 - 973 973 - 973
株主資本以外の項目の当中
間会計期間変動額（純額） - - - △ 1 △ 1

当中間会計期間変動額合計 - 973 973 △ 1 972
当中間会計期間末残高 20,000 8,042 28,042 3 28,046

（注）1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．発行済株式の種類および総数は、次のとおりであります。

（単位：千株）

前事業年度末株式数 当中間会計期間増加株式数 当中間会計期間減少株式数 当中間会計期間末株式数 摘要

発 行 済 株 式 数
　 普 通 株 式 400 - - 400
　 種 類 株 式 - - - -
合 計 400 - - 400
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主要な業務の状況
業務粗利益等

資金運用・調達勘定の平均残高等

受取利息・支払利息の増減

利益率

（単位：百万円）

項 目
平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

全社計 国内業務 国際業務 全社計 国内業務 国際業務

信 託 報 酬 1,995 1,995 - 2,665 2,665 -

資 金 運 用 収 支 40 40 - 85 85 0

資 金 運 用 収 益 41 41 - 90 90 0

資 金 調 達 費 用 0 0 - 5 5 -

役 務 取 引 等 収 支 △ 114 △ 114 - △ 96 △ 96 -

役 務 取 引 等 収 益 39 39 - 69 69 -

役 務 取 引 等 費 用 153 153 - 165 165 -

そ の 他 業 務 収 支 - - - - - -

そ の 他 業 務 収 益 - - - - - -

そ の 他 業 務 費 用 - - - - - -

業 務 粗 利 益 1,921 1,921 - 2,654 2,654 0

業 務 粗 利 益 率 19.17% 19.57% - 17.29% 17.52% 0.01%
業 務 純 益 1,050 1,050 - 1,657 1,657 0

（注）業務粗利益率 ＝（業務粗利益 ÷ 資金運用勘定平均残高）× 100 × 365 ÷ 183

（単位：百万円）

項 目 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期
平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り

資 金 運 用 勘 定 19,980 41 0.41% 30,611 90 0.58%
国 内 業 務 19,553 41 0.42% 30,208 90 0.59%
国 際 業 務 427 - - 403 0 0.01%

資 金 調 達 勘 定 5,713 0 0.03% 4,963 5 0.20%
国 内 業 務 5,713 0 0.03% 4,963 5 0.20%
国 際 業 務 - - - - - -

資 金 運 用 収 支・ 資 金 粗 利 鞘 40 0.38% 85 0.38%
国 内 業 務 40 0.39% 85 0.39%
国 際 業 務 - - 0 0.01%

（注）貸出金の取扱残高はありません。

（単位：百万円）

項 目 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受 取 利 息 3 △ 4 △ 1 23 25 48
国 内 業 務 4 △ 5 △ 1 23 24 48
国 際 業 務 - - - 0 0 0

支 払 利 息 0 0 0 △ 0 4 4
国 内 業 務 0 0 0 △ 0 4 4
国 際 業 務 - - - - - -

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。

（単位：％）
平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

総 資 産 経 常 利 益 率 6.51 10.18
資 本 経 常 利 益 率 7.99 12.12
総 資 産 中 間 純 利 益 率 3.69 6.02
資 本 中 間 純 利 益 率 4.53 7.17

（注）1．総資産経常（中間純）利益率 ＝ 経常（中間純）利益 ／ 総資産平均残高 × 100 × 365 ÷ 183
2．資 本 経 常（中間純）利益率 ＝ 経常（中間純）利益 ／ 純資産勘定平均残高 × 100 × 365 ÷ 183
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営業経費の内訳
（単位：百万円）

科 目 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

給 料 ・ 手 当 457 536
退 職 給 与 金 - 2

役 員 退 職 慰 労 金 7 0

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 - 8

退 職 給 付 費 用 10 8

福 利 厚 生 費 48 55

減 価 償 却 費 11 18

無 形 固 定 資 産 償 却 44 30

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 90 92

営 繕 費 2 1

消 耗 品 費 14 18

給 水 光 熱 費 3 4

旅 費 15 30

通 信 費 4 5

広 告 宣 伝 費 0 0

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 26 21

租 税 公 課 35 42

そ の 他 107 129
合 計 878 1,008

預金科目別残高
預金の状況

（単位：百万円、％）

科 目
平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高
国内業務 国際業務 国内業務 国際業務 国内業務 国際業務 国内業務 国際業務

流 動 性 預 金 10 - 10 - - - - -
（ 構 成 比 ） 100.00 - 100.00 - - - - -

定 期 性 預 金 - - - - - - - -
（ 構 成 比 ） - - - - - - - -

譲 渡 性 預 金 - - - - - - - -
（ 構 成 比 ） - - - - - - - -

そ の 他 - - - - - - - -
（ 構 成 比 ） - - - - - - - -

合 計 10 - 10 - - - - -

（注）流動性預金 ＝ 当座預金 ＋ 普通預金 ＋ 貯蓄預金 ＋ 通知預金 ＋ 別段預金

預証率
有価証券の状況

（単位：％）

区 分
平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

期末値 期中平均値 期末値 期中平均値

国 内 業 務 178,301.21 192,132.95 － －
国 際 業 務 － － － －

合 計 182,284.14 196,150.41 － －

（注）預金（分母）がゼロとなるものはハイフンとし、比率（％）を表示しておりません。
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有価証券の種類別残高
（単位：百万円）

種 類 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期
期末残高 平均残高 期末残高 平均残高

国 債 16,630 18,021 16,682 18,126
国 内 業 務 16,630 18,021 16,682 18,126
国 際 業 務 - - - -

株 式 1,210 1,210 1,210 1,210
国 内 業 務 1,210 1,210 1,210 1,210
国 際 業 務 - - - -

外 国 証 券 399 402 402 403
国 内 業 務 - - - -
国 際 業 務 399 402 402 403

そ の 他 の 証 券 43 40 46 39
国 内 業 務 43 40 46 39
国 際 業 務 - - - -

合 計 18,284 19,675 18,341 19,780
国 内 業 務 17,884 19,272 17,938 19,377
国 際 業 務 399 402 402 403

有価証券の種類別・残存期間別残高
（単位：百万円）

種 類 平成 18 年 9 月期
1 年以内 1 年超 3 年以内 3 年超 5 年以内 5 年超 7 年以内 7 年超 10 年以内 10 年超 期間の定めのないもの 合計

国 債 5,006 9,557 2,065 - - - - 16,630
株 式 - - - - - - 1,210 1,210
外 国 証 券 - - - - - - 399 399
そ の 他 の 証 券 - 20 12 - - - 11 43

（単位：百万円）

種 類 平成 19 年 9 月期
1 年以内 1 年超 3 年以内 3 年超 5 年以内 5 年超 7 年以内 7 年超 10 年以内 10 年超 期間の定めのないもの 合計

国 債 5,003 10,156 1,522 - - - - 16,682
株 式 - - - - - - 1,210 1,210
外 国 証 券 - - - - - - 402 402
そ の 他 の 証 券 - 21 12 - - - 11 46

有価証券の時価等情報
満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

種 類
平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

中間貸借対
照表計上額 時価 差額 中間貸借対

照表計上額 時価 差額
うち益 うち損 うち益 うち損

国 債 16,630 16,598 △ 31 7 39 16,682 16,682 0 24 24

その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

種 類
平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

取得原価 中間貸借対
照表計上額 評価差額 取得原価 中間貸借対

照表計上額 評価差額
うち益 うち損 うち益 うち損

外 国 証 券 403 399 △ 3 3 6 403 402 △ 0 8 9
そ の 他 の 証 券 39 43 4 4 - 39 46 6 6 -

時価評価されていない有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 （単位：百万円）
種 類 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

そ の 他 有 価 証 券
非 上 場 株 式 1,210 1,210

合 計 1,210 1,210

（注）�2 ページの中間貸借対照表注記 15 で示す、有価証券の中間貸借対照表計上額、時価および評価差額等に関する事項、時価評
価されていない有価証券の内容および中間貸借対照表計上額は上記のとおりであります。
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信託財産残高表
信託業務の状況

金銭信託の信託期間別の元本残高

金銭信託の有価証券の区分ごとの期末運用残高

（単位：百万円）
資 産 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期 負 債 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

貸 出 金 2,008,302 1,961,955 指 定 金 銭 信 託 1,331 1,226
有 価 証 券 38,592 143,449 特 定 金 銭 信 託 55,479 36,008
信 託 受 益 権 3,046,816 2,848,582 年 金 信 託 - 981
受 託 有 価 証 券 3,906,962 4,820,598 投 資 信 託 1,528,518 1,487,579
金 銭 債 権 1,071,401 1,070,337 金銭信託以外の金銭の信託 3,615,380 3,428,184
有 形 固 定 資 産 12,595 47,026 有 価 証 券 の 信 託 5,147,567 6,907,505
そ の 他 債 権 59,225 16,147 金 銭 債 権 の 信 託 1,092,683 907,975
コ ー ル ロ ー ン 30,143 18,625 土地及びその定着物の信託 13,262 47,962
銀 行 勘 定 貸 7,619 7,972 包 括 信 託 31,543 305,875
現 金 預 け 金 1,304,107 2,188,605
資 産 合 計 11,485,766 13,123,300 負 債 合 計 11,485,766 13,123,300

信託財産残高表注記（平成 19 年 9 月期）
1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額 2,029,105 百万円を含んでおります。
3．元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

（単位：百万円）
1 年未満 1 年以上 2 年未満 2 年以上 5 年未満 5 年以上 その他 合計

平 成 18 年 9 月 期 22,969 - - 8,495 - 31,465
平 成 19 年 9 月 期 11,003 - 4 7,897 - 18,904

（単位：百万円）
平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

国 債 391 391

◇金銭信託にかかる貸出金、財産形成給付信託および貸付信託の取扱残高はありません。
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自己資本比率等の状況
自己資本の充実の状況（単体・国内基準）

（1）自己資本の構成
（単位 : 百万円）

項 目 平成 18 年 9 月期 平成 19 年 9 月期

基 本 的 項 目

資 本 金 20,000 20,000
資 本 剰 余 金 - -

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,621 8,042

そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損（ △ ） - -

繰 延 税 金 資 産 の 控 除 金 額（ △ ） - -

計 （A） 26,621 28,042

補 完 的 項 目
一 般 貸 倒 引 当 金 - -

う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額 （B） - -

準補完的項目
短 期 劣 後 債 務 - -

う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額 （C） - -

自己資本総額 （A）＋（B）＋（C） （D） 26,621 28,042

控 除 項 目

他 の 金 融 機 関 の 資 本 調 達 手 段 の 意 図 的 な 保 有 相 当 額 1,180 1,180

基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされ
る証券化エクスポージャー及び信用補完機能を持つ I/0
ストリップス（告示第 247 条を準用する場合を含む。）

- 17

計 （E） 1,180 1,197

自 己 資 本 額 （D）－（E） （F） 25,441 26,844

リ ス ク ･ ア

セ ッ ト 等

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 4,263 5,015

オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 － －

オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額 － 8,489

計 （G） 4,263 13,504

単体自己資本比率（国内基準） ＝  F ／ G  × 100 596.78 % 198.78 %
Tier1 比率（国内基準） ＝  A ／ G  × 100 624.47 % 207.64 %

（注）	1 ．�平成 19 年 3 月期より「銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の

充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号）」に基づき算出して

おります。

	 2．当社は、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算

出にあたっては粗利益配分手法を採用しております。

粗利益配分手法とは、業務区分ごとに配分した年間粗利益に、粗利益配分手法で定める掛け目を乗じた額を

合計し、直近 3 年間の年間合計額を平均した値により、オペレーショナル・リスク相当額を算出する方法です。
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以下の開示項目につきましては、平成 19 年 3 月期以降適用される新基準に対応しているため、平成 18 年 9 月期の計数を算出し
ておりません（信用リスク、オペレーショナル・リスク、銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャー、金利リスクに関
する事項につきましても同様です）。

（2）自己資本の充実度
a　信用リスクに対する所要自己資本の額およびポートフォリオごとの額 （単位：百万円）

項　　目
（標準的手法）

平成 19 年 9 月期
エクスポージャー

の期末残高
信用リスク ･
アセットの額

所要自己資本額

a b ＝ a × 4％

我 が 国 の 中 央 政 府 及 び 中 央 銀 行 向 け 16,782 - -
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け - - -

我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け - - -

地 方 三 公 社 向 け - - -

金 融 機 関 及 び 証 券 会 社 向 け 18,076 3,615 144

法 人 等 向 け 83 83 3

中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け - - -

抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン - - -

不 動 産 取 得 等 事 業 向 け - - -

三 月 以 上 延 滞 等 - - -

信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 - - -

株 式 会 社 産 業 再 生 機 構 に よ る 保 証 付 - - -

出 資 等 345 345 13

上 記 以 外 629 622 24

証 券 化（ オ リ ジ ネ ー タ ー の 場 合 ） - - -

証 券 化（ オ リ ジ ネ ー タ ー 以 外 の 場 合 ） - - -

複 数 の 資 産 を 裏 付 と す る 資 産（ 所 謂 フ ァ ン
ド ） の う ち、 個 々 の 資 産 の 把 握 が 困 難 な 資 産

237 348 13

合 計 36,156 5,015 200

（注）	1 ．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引

の与信相当額です。

	 2．「証券化エクスポージャー」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある 2 以上のエクスポージャー

に階層し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。

	 3．「上記以外」には、現金、外国の中央政府および中央銀行向け、国際決済銀行等向け、外国の中央政府等以外

の公共部門向け、国際開発銀行向け、取立未済手形、未決済取引、固定資産等が含まれます。

b　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 （単位：百万円）

平成 19 年 9 月期

オペレーショナル・リスク

（粗利益配分手法）

オペレーショナル・リスク相当額 所 要 自 己 資 本 額
a b ＝ a ÷ 8％

679 8,489

c　単体自己資本比率の分母の額に 4％を乗じた額 （単位：百万円）

平成 19 年 9 月期

所要自己資本額
リ ス ク・ ア セ ッ ト（ 分 母 ） 合 計 所 要 自 己 資 本 額

a b ＝ a × 4％
13,504 540
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信用リスクに関する事項

信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高およびエクスポージャーの主な種類別の内訳
a　地域別 （単位：百万円）

平成 19 年 9 月期
信用リスクに関する

エクスポージャー うち国債 うちコールローン うち現金預け金

国 内 35,553 16,682 17,000 83
国 外 603 - - -

信用リスク期末残高計 36,156 16,682 17,000 83
信用リスク平均残高計 31,242 18,126 10,819 938

（注）�信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、派生商品取引によるもの、

証券化エクスポージャーに該当するものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

b　業種別 （単位：百万円）

平成 19 年 9 月期

信用リスクに関する

エクスポージャー うち国債 うちコールローン うち現金預け金

法

人

食料、パルプ・紙、化学 0 - - -
そ の 他 製 造 業 0 - - -

農業・林業・水産業 - - - -

建 設 業 - - - -

電気・ガス・熱供給・ 
水 道 業 - - - -

情報通信業・運輸業 18 - - -

卸 売・ 小 売 業 0 - - -

各 種 サ ー ビ ス 業 10 - - -

金 融・ 保 険 業 18,692 - 17,000 65

その他非製造業等 17,433 16,682 - 17

個 人 - - - -
合 計 36,156 16,682 17,000 83

（注）	1 ．�信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、派生商品取引によるもの、

証券化エクスポージャーに該当するものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

	 2．�その他非製造業等には、中央政府、地方公共団体等を含みます。

c　残存期間別 （単位：百万円）

平成 19 年 9 月期

信用リスクに関する
エクスポージャー うち国債 うちコールローン うち現金預け金

1 年 以 内 23,191 5,003 17,000 83
1 年 超　  3 年 以 内 10,176 10,156 - -

3 年 超　  5 年 以 内 1,569 1,522 - -

5 年 超　  7 年 以 内 - - - -

7 年 超　10 年 以 内 - - - -

10　　　年　　　超 - - - -

期限の定めのないもの 1,218 - - -
合 計 36,156 16,682 17,000 83

（注）�信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、派生商品取引によるもの、

証券化エクスポージャーに該当するものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。
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銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関する事項

リスク管理の方針・手続の概要および貸借対照表計上額等
銀行勘定における「出資等または株式等エクスポージャー」のうち、直接保有する株式は貸借対照表上その他有価証券として区分

される株式として計上されているものであり、非上場株式で時価はなく、6 ページ「有価証券の時価等情報－平成 19 年 9 月期」のうち、
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額（控除項目）を除いた 30 百万円であります。自己査定実施要領等に基づき管理
を行っております。

金利リスクに関する事項

金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済価値の増減額

（単位：百万円）

平成 19 年 9 月期
当社が内部管理上使用した金利ショックに対する損益・経済価値の増

減額（上方向の 200bp 平行移動）
△ 711



索引（法定開示項目一覧）

12

索引（自己資本の充実の状況に関する法定開示項目一覧）

開示に関する項目（銀行法施行規則）
一 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項 有価証券に関する指標 

イ　経営の組織　………………………………………………………………………… C2 （ 1 ）　商品有価証券の種類別（商品国債、商品地方債、商品政府保証
ロ　持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 債及びその他の商品有価証券の区分をいう。）の平均残高　…………… 該当なし

（ 1 ）　氏名　… ……………………………………………………………………… C2 （ 2 ）　有価証券の種類別（国債、地方債、社債、株式、外国債券及び
（ 2 ）　各株主の持株数　… ………………………………………………………… C2 外国株式その他の証券並びに貸付有価証券の区分をいう。）の
（ 3 ）　発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合	 C2 残存期間別の残高… ………………………………………………………… 6

ハ　取締役及び監査役の氏名及び役職名　…………………………………………… － （ 3 ）　国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別
ニ　会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称　…………………… － （国債、地方債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の
ホ　営業所の名称及び所在地　………………………………………………………… C2 証券の区分をいう。）の平均残高…………………………………………… 6
ヘ　当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する事項	 － （ 4 ）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値
ト　外国における法第二条第十四項各号に掲げる行為の受託者 及び期中平均値 … …………………………………………………………… 5
　　に関する事項　……………………………………………………………………… －

信託業務に関する指標
二 銀行の主要な業務の内容（信託業務の内容含む） ……………………………………… － （ 1 ）　信託財産残高表（注記事項を含む。）… …………………………………… 7

（ 2 ）　金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託	
三 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの （以下「金銭信託等」という。）の期末受託残高… ……………………… 7

イ　直近の中間事業年度における事業の概況　……………………………………… 1 （ 3 ）　元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された
ロ　直近の三中間事業年度及び二事業年度における 信託を含む。）の種類別の期末受託残高…………………………………… 該当なし

主要な業務の状況を示す指標 （ 4 ）　信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高… ……………………… 7
（ 1 ）　経常収益 … ………………………………………………………………………… 1 （ 5 ）　金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの期末運用
（ 2 ）　経常利益又は経常損失… ………………………………………………………… 1 残高… ………………………………………………………………………… 7
（ 3 ）　中間純利益若しくは中間純損失… ……………………………………………… 1 （ 6 ）　金銭信託等に係る貸出金の科目別（証書貸付、手形貸付及び割引
（ 4 ）　資本金及び発行済株式の総数… ………………………………………………… 1 手形の区分をいう。）の期末残高…………………………………………… 該当なし
（ 5 ）　純資産額… ………………………………………………………………………… 1 （ 7 ）　金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の期末残高… …………………… 該当なし
（ 6 ）　総資産額… ………………………………………………………………………… 1 （ 8 ）　担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用
（ 7 ）　預金残高… ………………………………………………………………………… 1 の区分をいう。）の金銭信託等に係る貸出金残高………………………… 該当なし
（ 8 ）　貸出金残高… ……………………………………………………………………… 1 （ 9 ）　使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の金銭信託
（ 9 ）　有価証券残高… …………………………………………………………………… 1 等に係る貸出金残高… ……………………………………………………… 該当なし
（10）　単体自己資本比率… ……………………………………………………………… 1 （10）　業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占
（11）　配当性向… ………………………………………………………………………… － める割合… …………………………………………………………………… 該当なし
（12）　従業員数… ………………………………………………………………………… 1 （11）　中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金
（13）　信託報酬… ………………………………………………………………………… 1 の総額に占める割合… ……………………………………………………… 該当なし
（14）　信託勘定貸出金残高… …………………………………………………………… 1 （12）　金銭信託等に係る有価証券の種類別（国債、地方債、社債、
（15）　信託勘定有価証券残高… ………………………………………………………… 1 株式その他の証券の区分をいう。）の期末残高　………………………… 7
（16）　信託財産額… ……………………………………………………………………… 1

四 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
ハ　直近の二中間事業年度における業務の状況を示す指標 イ　リスク管理の体制　………………………………………………………………… －

ロ　法令遵守の体制　…………………………………………………………………… －
主要な業務の状況を示す指標 

（ 1 ）　業務粗利益及び業務粗利益率… ………………………………………………… 4 五 銀行の直近の二中間営業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
（ 2 ）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、 イ　中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書…………… 2 ～ 3

役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支… ……………………… 4 ロ　貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
（ 3 ）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定 （ 1 ）　破綻先債権に該当する貸出金… …………………………………………… 該当なし

並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや… ………… 4 （ 2 ）　延滞債権に該当する貸出金… ……………………………………………… 該当なし
（ 4 ）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び （ 3 ）　三カ月以上延滞債権に該当する貸出金… ………………………………… 該当なし

支払利息の増減… ………………………………………………………………… 4 （ 4 ）　貸出条件緩和債権に該当する貸出金… …………………………………… 該当なし
（ 5 ）　総資産経常利益率及び資本経常利益率… ……………………………………… 4 ハ　元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む。）
（ 6 ）　総資産中間純利益率及び資本中間純利益率… ………………………………… 4 　　に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三ヶ月以上延滞債権及び

　　貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額　…………………… 該当なし
預金に関する指標 ニ　自己資本（基本的項目に係る細目を含む。）の充実の状況　… ………………… 8 ～ 11

（ 1 ）　国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期 ホ　次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高… ……………………………… 5 （ 1 ）　有価証券… …………………………………………………………………… 6

（ 2 ）　固定自由金利定期預金、変動自由金利定期預金及びその他の （ 2 ）　金銭の信託… ………………………………………………………………… 該当なし
区分ごとの定期預金の残存期間別の残高… …………………………………… 該当なし （ 3 ）　第十三条の三第一項第五号に掲げる取引… ……………………………… 該当なし

ヘ　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額………………………………………… 該当なし
貸出金等に関する指標 ト　貸出金償却の額……………………………………………………………………… 該当なし

（ 1 ）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書 チ　法第二十条第一項 の規定により作成した書面について会社法第三百九十六条
貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高… …………………………………… 該当なし 　　第一項 による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨… ……………… －

（ 2 ）　固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高… ………… 該当なし リ　銀行が中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書
（ 3 ）　担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用 　　について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は

の区分をいう。）の貸出金残高及び支払承諾見返額　………………………… 該当なし 　　監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨……………………………… 該当なし
（ 4 ）　使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の貸出金残高　…………… 該当なし ヌ　単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨…… 該当なし
（ 5 ）　業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合… ……………………… 該当なし
（ 6 ）　中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合… ………… 該当なし ◇当社は、子会社・関連会社を有してはおらず、銀行法施行規則第十九条の三に係る開示事項はありません。
（ 7 ）　特定海外債権残高の五パーセント以上を占める国別の残高… ……………… 該当なし
（ 8 ）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値

及び期中平均値 … ………………………………………………………………… 該当なし

資産の査定に関する事項
（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則）

対象となる債権その他の資産はありません。

単体自己資本比率を算出する銀行における中間事業年度の開示事項（銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニに基づく平成十九年金融庁告示第十五号第三条）

1 定性的な開示事項 2 定量的な開示事項
一 自己資本調達手段の概要　……………………………………………………………… － 一 自己資本の構成に関する事項　………………………………………………………… 8

二 銀行の自己資本の充実度に関する評価方法の概要　………………………………… － 二 自己資本の充実度に関する事項　……………………………………………………… 9

三 信用リスクに関する事項　……………………………………………………………… － 三 信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクス
ポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。）に関する事項　… ……………… 10 ～ 11

四 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要　………………… －
四 信用リスク削減手法に関する事項　…………………………………………………… 該当なし

五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
リスク管理の方針及び手続の概要　…………………………………………………… － 五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに

関する事項　……………………………………………………………………………… 該当なし
六 証券化エクスポージャーに関する事項　……………………………………………… －

六 証券化エクスポージャーに関する事項　……………………………………………… 該当なし
七 マーケット・リスクに関する事項　…………………………………………………… －

七 マーケット・リスクに関する事項　…………………………………………………… 該当なし
八 オペレーショナル・リスクに関する事項　…………………………………………… －

八 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項　…………… 11
九 銀行勘定における銀行法施行令第四条第四項第三号に規定する出

資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャー 九 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額　……… 該当なし
に関するリスク管理の方針及び手続の概要　………………………………………… －

十 銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した
十 銀行勘定における金利リスクに関する事項　………………………………………… － 金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額　……………………………… 11




